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重要事項説明書（施設入所） 

 
１ 事業所の概要                                                                         
 事 業 所 名 介護老人保健施設 四季の森  

 所  在  地 神奈川県横浜市旭区上白根町字長坂７７８番１  

 介護保険事業所番号 １４５３２８００５４ 号  

管理者及び連絡先 
施設長（医師）  山野 龍文 

電話番号（施設） ０４５－９５８－０３３３  

併設サービス 
（介護予防）短期入所療養介護 
（介護予防）通所リハビリテーション 

 

 
２  事業所の職員体制等                                                                   
 職  種 従事するサービス種類、業務 人  員  

 管理者 入所者の病状管理及び施設療養管理 １名 （医師兼務）  

 医 師 入所者の健康を維持管理および保健指導 １名以上  

 薬剤師 医師の処方箋に応じた薬剤管理 ０.３名  

 支援相談員 入所相談・生活指導・入所者の処遇管理 １名以上  

 介護職員 入所者の日常生活全般にわたる介護業務 ２３名以上  

 看護師 診察の補佐並びに保健衛生管理業務 ９名以上  

 リハビリ職員 残存機能の維持及び自立支援業務 ２名以上  

 介護支援専門員 入所者の介護計画作成管理業務 １名  

管理栄養士 入所者の栄養管理及び栄養指導業務 １名 

 
事務担当職員 人事・会計・総務に関する事務全般業務 ３名以上 

 

 調理員 委  託   

 
３  設備の概要                                                                           
 区  分 数 量 ・ 規 模 備       考  

 利 用 定 員 ９２名   

 
居  室 

４人部屋   ２０室（１室３５㎡）   

２人部屋   １室（１室２４㎡）  

 個  室   １０室（１室１９㎡）   

 食  堂   ３室（ ２６４㎡）   

 機能回復訓練室   ３室（ １６５㎡）   

 浴  室   ３室（ １７９㎡） 一般浴槽と特殊浴槽があります  

 便  所   ３２箇所   

 洗 面 所   ５５箇所   

 医務室兼静養室   １室（  ２２㎡）   

面 接 室   １室（   ８㎡）   
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４  サービス内容 

  ① 食 事         朝食  ７：４５～ ９：４５ 
              昼食 １２：００～１４：００ 

                      夕食 １８：００～２０：００ 
  ② 介 護            着替え介助、排せつ介助、おむつ交換、体位変換、施設内移動の付き添い、

  レクリェーション、生活リハビリテーション… 
 ③ 入 浴        週２回入浴が可能です。特別浴または清拭となる場合があります。 

  ④ 機能訓練         機能回復訓練室にて、利用者の状況に応じて機能訓練を実施します。 
  ⑤ 健康管理         適宜医務室にて、診療を受けることができます。 

  ⑥ 理容・美容       月１回、理容・美容サービスを実施しております（料金は自己負担）。 
  ⑦ レクリェーション 残存機能の維持向上を図る上で毎日様々なレクリェーションを実施して 

います。 
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５  利用者負担金 

 ① 利用者の方からいただく利用者負担金は、次表のとおりです。この金額は、次の３種類に分 

  かれます。（なお、2）又は3）の費用が必要となる場合には、事前に詳細を説明のうえ、利用

  者の同意を得なければならないこととされています。疑問点等があればお尋ねください。） 
  1）介護報酬に係る利用者負担金                                

 
区 分 要介護度 単位数 

日 額（円） 
内 容 の 説 明 

 

一割負担 二割負担 三割負担  

 

1)基本分 

従

来

型

個

室 

要介護１ ７８８ ８４５ １，６９０ ２，５３５ １日あたりの負担額  

 要介護２ ８６３ ９２６ １，８５１ ２，７７６ １日あたりの負担額  

 要介護３ ９２８ ９９５ １，９９０ ２，９８５ １日あたりの負担額  

 要介護４ ９８５ １，０５６ ２，１１２ ３，１６８ １日あたりの負担額 

 

要介護５ １，０４０ １，１１５ ２，２３０ ３，３４５ １日あたりの負担額 

多 

床 

室 

要介護１ ８７１ ９３４ １，８６８ ２，８０２ １日あたりの負担額 

要介護２ ９４７ １,０１６ ２，０３１ ３，０４６ １日あたりの負担額 

要介護３ １,０１４ １，０８７ ２，１７４ ３，２６１ １日あたりの負担額 

要介護４ １，０７２ １，１５０ ２，２９９ ３，４４８ １日あたりの負担額 

要介護５ １，１２５ １，２０６ ２，４１２ ３，６１８ １日あたりの負担額 

 

2)加算分 

初 期 加 算 ( Ⅰ ) ６０ ６５ １２９ １９３ 入所日から３０日間  

 
初 期 加 算 ( Ⅱ ) ３０ ３３ ６５ ９７ 

特定の病院を退院 

した日から３０日間 
 

 短 期 集 中 リ ハ ビ リ  

実 施 加 算 
２５８ ２７７ ５５３ ８３０ 入所日から３月以内  

 リハビリテーションマネ

ジメント計画書情報加算 
３３ ３６ ７１ １０６ １月あたりの負担額  

 認 知 症 ケ ア 加 算 ７６ ８２ １６３ ２４５ １日あたりの負担額  

 夜 勤 職 員 配 置 加 算 ２４ ２６ ５２ ７８ １日あたりの負担額  

 経 口 移 行 加 算 ２８ ３０ ６０ ９０ １日あたりの負担額  

 経口維持加算（Ⅰ） ４００ ４２９ ８５８ １，２８７ １月あたりの負担額  

 経口維持加算（Ⅱ） １００ １０８ ２１５ ３２２ １月あたりの負担額  

 療 養 食 加 算 ６ ７ １３ ２０ １回あたりの負担額  

 再入所時栄養連携加算 ２００ ２１５ ４２９ ６４４ １回限り  

 口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０ ９７ １９３ ２９０ １月あたりの負担額  

 口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０ １１８ ２３６ ３５４ １月あたりの負担額  

 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ３ ４ ７ １０ １月あたりの負担額  

 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) １３ １４ ２８ ４２ １月あたりの負担額  

 排せつ支援加算(Ⅰ) １０ １１ ２２ ３３ １月あたりの負担額  

 排せつ支援加算(Ⅱ) １５ １６ ３２ ４８ １月あたりの負担額  

 排せつ支援加算(Ⅲ) ２０ ２２ ４３ ６５ １月あたりの負担額  

  ※１単位＝１０．７２円（地域区分：２級地）として計算します（合計単位数、端数切捨て） 
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※１単位＝１０．７２円（地域区分：２級地）として計算します（合計単位数、端数切捨て） 

 

 

 

 区 分 加 算 単位数 
日 額（円） 

内容の説明 
一割負担 二割負担 三割負担 

 

2)加算分 

外 泊 時 費 用 ３６２ ３８８ ７７６ １，１６４ 月６日限度 

 所 定 疾 患 

施設療養費（Ⅰ） 
２３９ ２５７ ５１３ ７６９ 月７日限度 

 所 定 疾 患 

施設療養費（Ⅱ） 
４８０ ５１５ １，０２９ １，５４４ 月１０日限度 

 緊 急 時 治 療 管 理 ５１８ ５５６ １，１１１ １,６６６ 月３日限度 

 新興感染症等施設療養費 ２４０ ２５８ ５１５ ７７２ 月５日限度 

 かかりつけ医連携 

調 整 加 算 ( Ⅰ １ ) 
１４０ １５０ ３００ ４５０ １回限り 

 かかりつけ医連携 

調 整 加 算 ( Ⅰ ２ ) 
７０ ７５ １５０ ２２５ １回限り 

 かかりつけ医連携 

調 整 加 算 ( Ⅱ ) 
２４０ ２５８ ５１５ ７７２ １回限り 

 かかりつけ医連携 

調 整 加 算 ( Ⅲ ) 
１００ １０８ ２１５ ３２２ １回限り 

 入 所 前 後 訪 問 

指 導 加 算 （ Ⅰ ） 
４５０ ４８３ ９６５ １，４４８ １回限り 

 入 所 前 後 訪 問 

指 導 加 算 （ Ⅱ ） 
４８０ ５１５ １，０２９ １，５４４ １回限り 

 退 所 時 栄 養 情 報 

連 携 加 算 
７０ ７５ １５０ ２２５ １回限り 

 退 所 時 情 報 

提 供 加 算 ( Ⅰ ) 
５００ ５３６ １，０７２ １，６０８ １回限り 

 退 所 時 情 報 

提 供 加 算 ( Ⅱ ) 
２５０ ２６８ ５３６ ８０４ １回限り 

 入 退 所 前 連 携 

加 算  （ Ⅰ ） 
６００ ６４４ １，２８７ １，９３０ １回限り 

 入 退 所 前 連 携 

加 算  （ Ⅱ ） 
４００ ４２９ ８５８ １，２８７ １回限り 

 訪 問 看 護 

指 示 加 算 
３００ ３２２ ６４４ ９６５ １回限り 

 自立支援促進加算 ３００ ３２２ ６４４ ９６５ １月あたりの負担額 

 協力医療機関連携加算 １００ １０８ ２１５ ３２２ １月あたりの負担額 

 高齢者等感染対策 

向 上 加 算 Ⅰ 
１０ １１ ２２ ３３ １月あたりの負担額 

 高齢者等感染対策 

向 上 加 算 Ⅱ 
５ ６ １１ １６ １月あたりの負担額 
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2） 運営基準（厚生省令）で定められた「その他の費用」（全額、自己負担）          

 区   分 金  額 内 容 の 説 明  

 
1) 従来型個室 １日 ２，１６０円 

利用者の希望によって個室を利用した場合 

（居住費５２３円、特別な室料１，６３７円） 

 

 
2） 居住費 １日 ５７３円 

水道光熱費等  

 個室無償ご利用分も含みます  

 
3)  洗濯代 １回 ５００円 

希望者負担限度額月額６，０００円  

 （清潔保持のため週３回以上洗濯）  

 
4） 食事代 １日 ２，０４２円 食材料費・調理コスト原価 

 

 

5) 理美容代 

カット ２，７００円 

染 髪 ５，８００円 

パーマ ５，８００円 

顔剃り   ５５０円 

利用者の希望によって提供した場合 

 

 

6) 日用品費 

１日１５０円 （各種口腔

ケア用ブラシ、タオル、バ

スタオル） 

利用者の希望・選択によって提供し 

た場合（持参の場合は無料） 

 

 

7) 教養娯楽費 

１日１５０円 （手芸、習

字等クラブ活動及び行事材

料費） 

利用者の希望・選択によって提供し 

た場合 

 

  ※1.日用品費に関しては希望により実費で個別選択可能です。ご持参される場合は無料です。 

  ※2.教養娯楽費に関してはご利用者の希望、選択によって提供した場合の料金です。 

 

 
区 分 加 算 単位数 

日 額（円） 
内容の説明 

一割負担 二割負担 三割負担 

 

2)加算分 

ターミナルケア加算 

７２ ７８ １５５ ２３２ 死亡日以前３１～４５日 

 １６０ １７２ ３４３ ５１５ 死亡日以前４～３０日 

 ９１０ ９７６ １，９５１ ２，９２７ 死亡日の前日及び前々日 

 １，９００ ２，０３７ ４，０７４ ６，１１１ 死亡日 

 サ ー ビ ス 提 供    

体 制 強 化 加 算 Ⅰ 
２２ ２４ ４７ ７１ １日あたりの負担額 

 サ ー ビ ス 提 供    

体 制 強 化 加 算 Ⅱ 
１８ ２０ ３９ ５８ １日あたりの負担額 

 サ ー ビ ス 提 供    

体 制 強 化 加 算 Ⅲ 
６ ７ １３ ２０ １日あたりの負担額 

 科 学 的 介 護 推 進 

体 制 加 算 （ Ⅱ ） 
６０ ６５ １２９ １９３ １月あたりの負担額 

 生 産 性 向 上 推 進 

体 制 加 算 （ Ⅱ ） 
１０ １１ ２２ ３３ １月あたりの負担額 

 

介 護 職 員 処 遇 

改 善 加 算 

Ⅰ：所定単位数の７．１％ 

Ⅱ：所定単位数の７．５％ 

所定単位数 

施設サービス単位に加算単位

を加えた総単位数 
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 3）通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用（全額、自己負担）              

 区   分 金  額 （単 位） 内 容 の 説 明  

行事代 実  費 利用者の希望によって参加した場合  

おやつ代 １日１６５円 選択メニューによる希望者のみ提供  

整体施術料 

１５分 １，１００円 

３０分 ２，２００円 

１時間 ４，４００円 

アロマオイル使用 １，１００円 

利用者の希望・選択によって提供し 

た場合 

 

 (2) 支払方法 

     利用者負担金は、当事業所より請求書を発行後、サービス提供月の翌月２７日（２７日が土

曜、日曜、祝日の場合は金融機関の翌営業日）にご指定の銀行又は郵便局の口座より引き落と

しさせていただきます。 

 

６  当施設のサービスの方針等                                                            

                    
 １．施設サービス計画に基づいて、看護、医療的管理下における介護及び機能回復訓練、そ

の他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その有する能力に応じて自立し

た日常生活を営むことができるよう支援する。 
２．明るく家庭的な雰囲気の中で、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ

てサービスの提供に努めるとともに、居宅における生活への復帰を目指すものである。 
３．地域や家庭との結びつきを重視した、開かれた施設運営を行い、市町村・居宅介護支援

事業所・居宅サービス事業者・介護保険施設・保健医療サービスまたは福祉サービス提供者

等との密接な連携に努める。 

 

７  サービス利用に当たっての留意事項 
①  面会時間             １０時００分～１６時００分                   

  ② 金銭・貴重品の管理    多額の現金および貴重品は持ち込み禁止                
  ③ 外出・外泊             ２日前までに届出を提出して下さい                             

  ④ 飲酒・喫煙            全館禁止（特別な場合は施設長（医師）の許可を必要とします）     
  ⑤ 設備の利用            施設職員に申し出ることで可                                    

  ⑥ 所持品の持ち込み      入所案内（携帯品）を参照ください                              
   ⑦ 宗教活動              禁止                                                 

 

８   緊急時等の対応方法 

    施設サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、家

族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。                               

    
 

医療機関等 
主治医等の氏名   

 連 絡 先  

 
緊急連絡先 

氏 名  

 連 絡 先  
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９   協力病院等                                                                         
 名   称 上白根病院 横浜旭中央総合病院  

 代 表 者 冨田 祐司 山中 太郎  

 所 在 地 神奈川県横浜市旭区上白根2-65-1 神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1  

 連 絡 先 ０４５―９５１－３２２１ ０４５－９２１－６１１１  

 
１０ 非常災害対策 
（災害時の対応） 

   自衛消防本部を１階事務所に置き、一切の通報を受け消防機関への通報、館内への非常放送

等入所者の人命安全のための避難誘導を最重点とした態勢をととのえ、防災マニュアルに定

める任務を遂行する。   

    2  本部には、防火対象物図面集、入所者台帳及び関係書類、防災計画書、緊急連絡先一覧表等

の関係資料を準備し、災害状況の把握と活動上の指揮・命令・報告・連絡体制の確立を図

る。 

 

（救護区分） 

 火災等の災害発生時における入所者の救護区分は、担送、護送、独歩とし、住戸及び居室の

入口の見やすい場所及びベッドに次の標識を設置する。 

  (1) 担送者 … 名札横に赤色の標識 

 

  (2) 護送者 … 名札横に黄色の標識 

 

  (3) 独歩者 … 標識なし 

 

 

（応急収容先の指定） 

火災等の災害発生時における入所者の応急収容先及び待機場所は次による。 

入所者区分 医療機関名等 診 療 科 目 電   話 

 

担送者及び 

護送者の一部 

 

 

昭和大学横浜市

北部病院 

内科、小児科、精神神経科、 

皮膚科、放射線科、外科、 

胸部心臓血管外科、整形外科、脳神経

外科、形成外科、 

歯科、耳鼻咽喉科、産婦人科、 

救命センター 

045-949-7000 

担送者及び 

護送者の一部 
上白根病院 

内科、循環器科、脳神経外科 

外科、整形外科、耳鼻咽喉科、 

放射線科、泌尿器科、麻酔科、 

脳神経科、理学診療科、 

045-951-3221 

独歩者及び 

護送者の一部 
偕恵学園 知的障害者更生施設 045-951-3436 

    

  2  寝たきり、認知症等要援護者の搬送にあたっては、健康記録（カルテ）介護状況等を明確に

して搬送する。 
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（備 蓄 品） 

 震災に備えて次の品目を備蓄する。  ※数量等は後日提出 

備蓄品目 備蓄場所 摘  要 

非常食料 １階 食堂・厨房 １２２人×３日分 

飲料水 ２階 テラス倉庫 １２２人×３日分 

防災セット ２階 テラス倉庫 懐中電灯・簡易トイレ・ラジオ・ブランケット他 

 

 

１１ 事故時の対応等 

1 事業者は、サービス提供に際して利用者のけがや体調の急変があった場合には、医師や家族へ

の連絡その他適切な措置を迅速に行います。 

2 事業者は、サービス提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その

損害を賠償します。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありませ

ん。 

3 事故発生時には行政機関に対し速やかに連絡します。また、事故発生防止のため検討委員会を

開き、経過、原因究明、今後の対応を検討し、必要に応じ防止対策を行います。 

 

１２ 相談窓口、苦情対応         

〇 サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。                    

 

お客様相談窓口 

電話番号   ０４５―９５８－０３３３  

 ＦＡＸ番号   ０４５―９５８－０３３４  

 支援相談員  森 良子・海老原 真美  

 対応時間   午前９：００～午後５：００  

 

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。    

 

市町村介護保険相談窓口 

（旭区福祉保健センター 高齢障害支援課） 

所在地      横浜市旭区鶴ヶ峰１－４－１２  

 電話番号    ０４５―９５４－６１１５  

 ＦＡＸ番号   ０４５―９５５－２６７５  

 対応時間     午前９：００～午後５：００  

 

市町村介護保険相談窓口 
（横浜市健康福祉局 はまふくコール） 

所在地    横浜市中区本町６－50－10 市庁舎16階 
 

 電話番号   ０４５－２６３－８０８４  

 ＦＡＸ番号  ０４５－５５０－３６１５  

 対応時間   午前９：００～午後５：００  

 

     神奈川県国民健康保険     

 団体連合会（国保連） 

所在地      横浜市西区楠木町２７番地１  

 電話番号     ０４５―３２９－３４４７  

 ＦＡＸ番号   ０４５―３２９－３４４６  

 利用時間     午前９：００～午後５：００  

第三者委員 施設内掲示板参照 
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１３ 当法人の概要  

                                                                  法人の名称   社会福祉法人 恵愛会  

 代表者名  菊地 博  

 
所在地・電話 

 神奈川県横浜市旭区上白根町字長坂７７８番１  

  ０４５―９５８－０３３３  

 

業務の概要 

 第二種社会福祉事業  

  生計困難者に対する無料または低額な費用で介護保険法に基づく  

  介護老人保健施設を利用させる事業  

 事業所数  １  

 
 
１４ 利用者のお小遣い管理 
  施設生活の中で、ご利用者が買い物等をされる場合に備え金銭をお預かりし管理させていただ

いております。お預かり金額は、買い物程度の金額とさせていただき、明細を管理しご通知致し

ます。 

【 説明確認欄 】 
          令和   年   月   日 

   サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明しました。 
                              事業者  事業者名 介護老人保健施設 四季の森    

 
                                      説明者  支援相談員                     印 

 
   サービス契約の締結に当たり、上記のとおり説明を受け、同意し、交付を受けました。 

 
                                 利用者   氏 名                                 印  

 

保証人   氏 名                                 印   
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2009.4.1改定 

                                                                                  2011.5.1改定 

2011.9.16改定 

2011.10.1改定 

2012.4.1改定  

2013.10.16改定 

2014.4.1改定 

2015.1.1改定 

2015.4.1改定 

2015.8.1改定 

2016.4.16改定 

2017.4.1改定 

2018.4.1改定 

2019.10.1改定 

2021.4.1改定 

2022.1.1改定 

2022.5.1改定 

2022.10.1改定 

2023.4.1改定 

2024.4.1改定 

2024.6.1改定 

2024.8.1改定 

2025.4.1改定 

2025.7.1改定 

 

 

 

 

 

 

 


